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議案第５１号

専決処分の承認を求めるについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専

決処分したので、同法第１７９条第３項の規定によりこれを報告し承認を求める。

令和７年５月２７日提出

春日部市長 岩 谷 一 弘
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専決第 ３ 号

専 決 処 分 書

春日部市税条例の一部を改正する条例について、議会を招集する時間的余裕がないことが

明らかであると認めるため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定により別紙のとおり専決処分する。

令和７年３月３１日

春日部市長 岩 谷 一 弘
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春日部市税条例の一部を改正する条例

春日部市税条例（平成１７年条例第７５号）の一部を次のように改正する。

(1) 次の表中、改正前の欄の項又は号（以下「改正前の項等」という。）の表示及びそれ

に対応する改正後の欄の項又は号（以下「改正後の項等」という。）の表示に下線が引

かれた場合にあっては、当該改正前の項等を当該改正後の項等とする。

(2) 次の表中、改正後の項等に対応する改正前の項等が存在しない場合にあっては、当該

改正後の項等を加える。

(3) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。ただし、第１号に掲げる場合を除く。

改正後 改正前

（種別割の税率） （種別割の税率）

第82条 第82条

(１) (１)

ア 総排気量が0.05リットル以下のもの又は

定格出力が0.6キロワット以下のもの（ウ

及びオに掲げるものを除く。）

ア 総排気量が0.05リットル以下のもの又は

定格出力が0.6キロワット以下のもの（エ

に掲げるものを除く。）

年額 2,000円 年額 2,000円

イ 二輪のもので、総排気量が0.05リットル

を超え、0.09リットル以下のもの（ウに掲

げるものを除く。）又は定格出力が0.6キ

ロワットを超え0.8キロワット以下のもの

イ 二輪のもので、総排気量が0.05リットル

を超え、0.09リットル以下のもの又は定格

出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット

以下のもの

年額 2,000円 年額 2,000円

ウ 二輪のもので、総排気量が0.125リット

ル以下かつ最高出力が4.0キロワット以下

のもの

年額 2,000円

エ 二輪のもので、総排気量が0.09リットル

を超えるもの（ウに掲げるものを除く。）

又は定格出力が0.8キロワットを超えるも

の

ウ 二輪のもので、総排気量が0.09リットル

を超えるもの又は定格出力が0.8キロワッ

トを超えるもの

年額 2,400円 年額 2,400円

オ (略) エ (略)

（種別割の減免） （種別割の減免）

第89条 第89条

２ ２

(５) 原動機の総排気量又は定格出力（第82条

第１号ウに掲げる原動機付自転車にあって

は、原動機の総排気量及び最高出力）

(５) 原動機の総排気量又は定格出力
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（身体障害者等に対する種別割の減免） （身体障害者等に対する種別割の減免）

第90条

２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受

けようとする者は、納期限までに、市長に対し

て、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283

号）第15条の規定により交付された身体障害者

手帳（戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第

168号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交

付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受

けていないものにあっては、戦傷病者手帳とす

る。以下この項において「身体障害者手帳」と

いう。）、厚生労働大臣が定めるところにより

交付された療育手帳（以下この項において「療

育手帳」という。）又は精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）

第45条の規定により交付された精神障害者保健

福祉手帳（以下この項において「精神障害者保

健福祉手帳」という。）及び道路交通法（昭和

35年法律第105号）第92条の規定により交付さ

れた身体障害者若しくは身体障害者等と生計を

一にする者若しくは身体障害者等（身体障害者

等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時

介護する者の運転免許証（以下この項において

「運転免許証」という。）又はこれらの者の特

定免許情報（同法第95条の２第２項に規定する

特定免許情報をいう。次項において同じ。）が

記録された免許情報記録個人番号カード（同法

第95条の２第４項に規定する免許情報記録個人

番号カードをいう。次項において同じ。）を提

示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載

した申請書に減免を必要とする理由を証明する

書類を添付して、提出しなければならない。

第90条

２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受

けようとする者は、納期限までに、市長に対し

て、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283

号）第15条の規定により交付された身体障害者

手帳（戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第

168号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交

付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受

けていないものにあっては、戦傷病者手帳とす

る。以下この項において「身体障害者手帳」と

いう。）、厚生労働大臣が定めるところにより

交付された療育手帳（以下この項において「療

育手帳」という。）又は精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）

第45条の規定により交付された精神障害者保健

福祉手帳（以下この項において「精神障害者保

健福祉手帳」という。）及び道路交通法（昭和

35年法律第105号）第92条の規定により交付さ

れた身体障害者又は身体障害者等と生計を一に

する者若しくは身体障害者等（身体障害者等の

みで構成される世帯の者に限る。）を常時介護

する者の運転免許証（以下この項において「運

転免許証」という。）を提示するとともに、次

の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を

必要とする理由を証明する書類を添付して、提

出しなければならない。

(５) 運転免許証又は道路交通法第95条の２第

２項第１号に規定する免許情報記録（以下こ

の号において「免許情報記録」という。）の

番号、運転免許の年月日、運転免許証又は免

許情報記録の有効期限並びに運転免許の種類

及び条件が付されている場合にはその条件

(５) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効

期限並びに運転免許の種類及び条件が付され

ている場合にはその条件

３ 前項の場合において、免許情報記録個人番号

カードを提示したときは、当該免許情報記録個

人番号カードに記録された特定免許情報を確認

するために必要な措置を受けなければならな

い。

４ (略) ３ (略)

５ (略) ４ (略)
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（固定資産税に関する経過措置）

２ 改正後の春日部市税条例（以下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分

は、令和７年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和６年度分までの固定資産

税については、なお従前の例による。

（軽自動車税に関する経過措置）

３ 新条例第８２条（第１号に係る部分に限る。）の規定は、令和７年度以後の年度分の軽

自動車税の種別割について適用し、令和６年度分までの軽自動車税の種別割については、

附 則 附 則

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める

割合）

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める

割合）

第10条の２ 第10条の２

23 法附則第15条第36項に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の２とする。

23 法附則第15条第37項に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の２とする。

24 法附則第15条第37項に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。

24 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。

25 法附則第15条第40項に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の１とする。

25 法附則第15条第41項に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の１とする。

26 法附則第15条第41項に規定する市町村の条例

で定める割合は４分の３とする。

26 法附則第15条第42項に規定する市町村の条例

で定める割合は４分の３とする。

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告）

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告）

第10条の３ 第10条の３

14 市長は、法附則第15条の９の３第１項に規定

する特定マンションに係る区分所有に係る家屋

については、前項の申告書の提出がなかった場

合においても、マンションの管理の適正化の推

進に関する法律（平成12年法律第149号）第５

条の２第１項に規定する管理組合の管理者等か

ら法附則第15条の９の３第２項に規定する期間

内に施行規則附則第７条第17項各号に掲げる書

類の提出がされ、かつ、当該特定マンションが

法附則第15条の９の３第１項に規定する要件に

該当すると認められるときは、前項の規定にか

かわらず、同条第１項の規定を適用することが

できる。

15 (略) 14 (略)

16 (略) 15 (略)
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なお従前の例による。
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議案第５２号

専決処分の承認を求めるについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専

決処分したので、同法第１７９条第３項の規定によりこれを報告し承認を求める。

令和７年５月２７日提出

春日部市長 岩 谷 一 弘
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専決第 ４ 号

専 決 処 分 書

春日部市都市計画税条例の一部を改正する条例について、議会を招集する時間的余裕がな

いことが明らかであると認めるため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第

１項の規定により別紙のとおり専決処分する。

令和７年３月３１日

春日部市長 岩 谷 一 弘
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春日部市都市計画税条例の一部を改正する条例

春日部市都市計画税条例（平成１７年条例第７７号）の一部を次のように改正する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の春日部市都市計画税条例の規定は、令和７年度以後の年度分の都市計画税につ

いて適用し、令和６年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。

改正後 改正前

附 則 附 則

（法附則第15条第36項の条例で定める割合） （法附則第15条第37項の条例で定める割合）

７ 法附則第15条第36項に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の２とする。

７ 法附則第15条第37項に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の２とする。

（法附則第15条第37項の条例で定める割合） （法附則第15条第38項の条例で定める割合）

８ 法附則第15条第37項に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。

８ 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。

（法附則第15条第41項の条例で定める割合） （法附則第15条第42項の条例で定める割合）

９ 法附則第15条第41項に規定する市町村の条例

で定める割合は４分の３とする。

９ 法附則第15条第42項に規定する市町村の条例

で定める割合は４分の３とする。

（宅地化農地に対して課する都市計画税の納税

義務の免除等）

（宅地化農地に対して課する都市計画税の納税

義務の免除等）

20 20

21 21

22 法附則第15条第１項、第９項、第13項から第

17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、

第31項から第33項まで、第36項、第37項、第41

項若しくは第44項、第15条の２第２項、第15条

の３又は第63条の規定の適用がある各年度分の

都市計画税に限り、第２条第２項中「又は第33

項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15

条から第15条の３まで若しくは第63条」とす

る。

22 法附則第15条第１項、第９項、第13項から第

17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、

第31項から第34項まで、第37項、第38項、第42

項若しくは第45項、第15条の２第２項、第15条

の３又は第63条の規定の適用がある各年度分の

都市計画税に限り、第２条第２項中「又は第33

項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15

条から第15条の３まで若しくは第63条」とす

る。
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議案第５３号

専決処分の承認を求めるについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専

決処分したので、同法第１７９条第３項の規定によりこれを報告し承認を求める。

令和７年５月２７日提出

春日部市長 岩 谷 一 弘
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専決第 ５ 号

専 決 処 分 書

春日部市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、議会を招集する時間的余裕

がないことが明らかであると認めるため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９

条第１項の規定により別紙のとおり専決処分する。

令和７年３月３１日

春日部市長 岩 谷 一 弘
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春日部市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

春日部市国民健康保険税条例（平成１７年条例第１２０号）の一部を次のように改正する。

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。

改正後 改正前

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額）

第21条 第21条

(２) 世帯主、当該年度の賦課期日（賦課期日

後に国民健康保険税の納付義務が発生した場

合にはその発生した日。次号において同じ。）

現在においてその世帯に属する国民健康保険

の被保険者及び特定同一世帯所属者（国民健

康保険法第６条第８号の規定により被保険者

の資格を喪失した者であって、当該資格を喪

失した日の前日以後継続して同一の世帯に属

するものをいう。以下同じ。）につき算定し

た法第703条の５第１項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、43万円（納

税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、43万円に当該給与所得者等の数から１を

減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者

１人につき 30万5,000円を加算した金額を超

えない世帯に係る納税義務者（前号に該当す

る者を除く。）

(２) 世帯主、当該年度の賦課期日（賦課期日

後に国民健康保険税の納付義務が発生した場

合にはその発生した日。次号において同じ。）

現在においてその世帯に属する国民健康保険

の被保険者及び特定同一世帯所属者（国民健

康保険法第６条第８号の規定により被保険者

の資格を喪失した者であって、当該資格を喪

失した日の前日以後継続して同一の世帯に属

するものをいう。以下同じ。）につき算定し

た法第703条の５第１項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、43万円（納

税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、43万円に当該給与所得者等の数から１を

減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者

１人につき 29万5,000円を加算した金額を超

えない世帯に係る納税義務者（前号に該当す

る者を除く。）

(３) 世帯主、当該年度の賦課期日現在におい

てその世帯に属する国民健康保険の被保険者

及び特定同一世帯所属者につき算定した法第

703条の５第１項に規定する総所得金額及び

山林所得金額の合算額が、43万円（納税義務

者並びにその世帯に属する国民健康保険の被

保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

得者等の数が２以上の場合にあっては、43万

円に当該給与所得者等の数から１を減じた数

に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）

に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につ

き56万円を加算した金額を超えない世帯に係

る納税義務者（前２号に該当する者を除く。）

(３) 世帯主、当該年度の賦課期日現在におい

てその世帯に属する国民健康保険の被保険者

及び特定同一世帯所属者につき算定した法第

703条の５第１項に規定する総所得金額及び

山林所得金額の合算額が、43万円（納税義務

者並びにその世帯に属する国民健康保険の被

保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

得者等の数が２以上の場合にあっては、43万

円に当該給与所得者等の数から１を減じた数

に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）

に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につ

き 54万5,000円を加算した金額を超えない世

帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を

除く。）
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の春日部市国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以後の年度分の国民健康保

険税について適用し、令和６年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によ

る。
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議案第５４号

春日部市税条例の一部改正について

春日部市税条例の一部を別紙記載のとおり改正する。

令和７年５月２７日提出

春日部市長 岩 谷 一 弘

提案理由

地方税法等の一部改正に伴い、公示送達の規定等を改正したく提案いたします。
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春日部市税条例の一部を改正する条例

春日部市税条例（平成１７年条例第７５号）の一部を次のように改正する。

(1) 次の表中、改正後の欄の条（以下「改正後の条」という。）に対応する改正前の欄の

条が存在しない場合にあっては、当該改正後の条を加える。

(2) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。

改正後 改正前

（公示送達） （公示送達）

第18条 法第20条の２の規定による公示送達は、

公示事項（同条第２項に規定する公示事項をい

う。以下この条において同じ。）を地方税法施

行規則（昭和29年総理府令第23号。以下「施行

規則」という。）第１条の８第１項に規定する

方法により不特定多数の者が閲覧することがで

きる状態に置く措置をとるとともに、公示事項

が記載された書面を春日部市公告式条例（平成

17年条例第３号）第２条第２項に規定する掲示

場に掲示し、又は公示事項を市の事務所に設置

した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧

をすることができる状態に置く措置をとること

によってするものとする。

第18条 法第20条の２の規定による公示送達は、

春日部市公告式条例（平成17年条例第３号）第

２条第２項に規定する掲示場に掲示して行うも

のとする。

（納税証明事項） （納税証明事項）

第18条の３ 施行規則第１条の９第２号に規定す

る事項は、道路運送車両法（昭和26年法律第

185号）第59条第１項に規定する検査対象軽自

動車又は２輪の小型自動車について天災その他

やむを得ない事由により種別割を滞納している

場合においてその旨とする。

第18条の３ 地方税法施行規則（昭和29年総理府

令第23号。以下「施行規則」という。）第１条

の９第２号に規定する事項は、道路運送車両法

（昭和26年法律第185号）第59条第１項に規定

する検査対象軽自動車又は２輪の小型自動車に

ついて天災その他やむを得ない事由により種別

割を滞納している場合においてその旨とする。

（所得控除） （所得控除）

第34条の２ 所得割の納税義務者が法第314条の

２第１項各号のいずれかに掲げる者に該当する

場合には、同条第１項及び第３項から第11項ま

での規定により雑損控除額、医療費控除額、社

会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除

額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障

害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤

労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除

額、扶養控除額又は特定親族特別控除額を、前

年の合計所得金額が2,500万円以下である所得

割の納税義務者については、同条第２項、第６

第34条の２ 所得割の納税義務者が法第314条の

２第１項各号のいずれかに掲げる者に該当する

場合には、同条第１項及び第３項から第11項ま

での規定により雑損控除額、医療費控除額、社

会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除

額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障

害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤

労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除

額又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が

2,500万円以下である所得割の納税義務者につ

いては、同条第２項、第６項及び第11項の規定
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項及び第11項の規定により基礎控除額をそれぞ

れその者の前年の所得について算定した総所得

金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除

する。

により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所

得について算定した総所得金額、退職所得金額

又は山林所得金額から控除する。

（市民税の申告） （市民税の申告）

第36条の２ 第23条第１項第１号に掲げる者は、

３月15日までに、施行規則第５号の４様式（別

表）による申告書を市長に提出しなければなら

ない。ただし、法第317条の６第１項又は第４

項の規定により給与支払報告書又は公的年金等

支払報告書を提出する義務がある者から１月１

日現在において給与又は公的年金等の支払を受

けている者で前年中において給与所得以外の所

得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有し

なかったもの（公的年金等に係る所得以外の所

得を有しなかった者で社会保険料控除額（令第

48条の９の７に規定するものを除く。）、小規

模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、

地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特

別控除額（所得割の納税義務者（前年の合計所

得金額が900万円以下であるものに限る。）の

法第314条の２第１項第10号の２に規定する自

己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金

額が95万円以下であるものに限る。）で控除対

象配 偶者に該当し ないものに係るも のを除

く。）、法第314条の２第４項に規定する扶養

控除額若しくは特定親族特別控除額（特定親族

（同条第１項第12号に規定する特定親族をい

う。第36条の３の２第１項第３号及び第36条の

３の３第１項において同じ。）（前年の合計所

得金額が85万円以下であるものに限る。）に係

るものを除く。）の控除又はこれらと併せて雑

損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第

313条第８項に規定する純損失の金額の控除、

同条第９項に規定する純損失若しくは雑損失の

金額の控除若しくは第34条の７の規定により控

除すべき金額（以下この条において「寄附金税

額控除額」という。）の控除を受けようとする

ものを除く。以下この条において「給与所得等

以外の所得を有しなかった者」という。）及び

第24条第２項に規定する者（施行規則第２条の

２第１項の表の上欄の (２ )に掲げる者を除

く。）については、この限りでない。

第36条の２ 第23条第１項第１号に掲げる者は、

３月15日までに、施行規則第５号の４様式（別

表）による申告書を市長に提出しなければなら

ない。ただし、法第317条の６第１項又は第４

項の規定により給与支払報告書又は公的年金等

支払報告書を提出する義務がある者から１月１

日現在において給与又は公的年金等の支払を受

けている者で前年中において給与所得以外の所

得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有し

なかったもの（公的年金等に係る所得以外の所

得を有しなかった者で社会保険料控除額（令第

48条の９の７に規定するものを除く。）、小規

模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、

地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特

別控除額（所得割の納税義務者（前年の合計所

得金額が900万円以下であるものに限る。）の

法第314条の２第１項第10号の２に規定する自

己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金

額が95万円以下であるものに限る。）で控除対

象配 偶者に該当し ないものに係るも のを除

く。）若しくは法第314条の２第４項に規定す

る扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控

除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条

第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第

９項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の

控除若しくは第34条の７の規定により控除すべ

き金額（以下この条において「寄附金税額控除

額」という。）の控除を受けようとするものを

除く。以下この条において「給与所得等以外の

所得を有しなかった者」という。）及び第24条

第２項に規定する者（施行規則第２条の２第１

項の表の上欄の(２)に掲げる者を除く。）につ

いては、この限りでない。
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（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等

申告書）

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等

申告書）

第36条の３の２ 第36条の３の２

(３) 扶養親族又は特定親族の氏名 (３) 扶養親族の氏名

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族等申告書）

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族等申告書）

第36条の３の３ 所得税法第203条の６第１項の

規定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者又は法の施行地において同項に

規定する公的年金等（所得税法第203条の７の

規定の適用を受けるものを除く。以下この項に

おいて「公的年金等」という。）の支払を受け

る者であって、特定配偶者（所得割の納税義務

者（合計所得金額が900万円以下であるものに

限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職

手当等（第53条の２に規定する退職手当等に限

る。以下この項において同じ。）に係る所得を

有する者であって、合計所得金額が95万円以下

であるものに限る。）をいう。第２号において

同じ。）又は扶養親族（年齢16歳未満の者又は

控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所

得を有する者に限る。）若しくは特定親族（退

職手当等に係る所得を有する者であって、合計

所得金額が85万円以下であるものに限る。）を

有する者（以下この条において「公的年金等受

給者」という。）で市内に住所を有するもの

は、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税

法第203条の６第１項に規定する公的年金等の

支払者（以下この条において「公的年金等支払

者」という。）から毎年最初に公的年金等の支

払を受ける日の前日までに、施行規則で定める

ところにより、次に掲げる事項を記載した申告

書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長

に提出しなければならない。

第36条の３の３ 所得税法第203条の６第１項の

規定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者又は法の施行地において同項に

規定する公的年金等（所得税法第203条の７の

規定の適用を受けるものを除く。以下この項に

おいて「公的年金等」という。）の支払を受け

る者であって、特定配偶者（所得割の納税義務

者（合計所得金額が900万円以下であるものに

限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職

手当等（第53条の２に規定する退職手当等に限

る。以下この項において同じ。）に係る所得を

有する者であって、合計所得金額が95万円以下

であるものに限る。）をいう。第２号において

同じ。）又は扶養親族（年齢16歳未満の者又は

控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所

得を有する者に限る。）を有する者（以下この

条において「公的年金等受給者」という。）で

市内に住所を有するものは、当該申告書の提出

の際に経由すべき所得税法第203条の６第１項

に規定する公的年金等の支払者（以下この条に

おいて「公的年金等支払者」という。）から毎

年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日ま

でに、施行規則で定めるところにより、次に掲

げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等

支払者を経由して、市長に提出しなければなら

ない。

(３) 扶養親族又は特定親族の氏名 (３) 扶養親族の氏名

附 則 附 則

（加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特

例）

第16条の２の２ 令和８年４月１日以後に第92条

の２第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若

しくは消費等（次項において「売渡し等」とい

う。）が行われた加熱式たばこ（第92条第１号

オに掲げる加熱式たばこをいい、第93条の２の

規定により製造たばことみなされるものを含

む。以下この条において同じ。）に係る第94条
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第１項の製造たばこの本数は、同条第３項の規

定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める方法により換算

した紙巻たばこ（第92条第１号アに掲げる紙巻

たばこをいう。以下この項及び次項において同

じ。）の本数によるものとする。

(１) 葉たばこ（たばこ事業法第２条第２号に

規定する葉たばこをいう。）を原料の全部又

は一部としたものを紙その他これに類する材

料のもので巻いた加熱式たばこ（当該葉たば

こを原料の全部又は一部としたものを施行規

則附則第８条の４の２に規定するところによ

り直接加熱することによって喫煙の用に供さ

れるものに限る。） 当該加熱式たばこの重

量（フィルターその他の施行規則附則第８条

の４の３に規定するものに係る部分の重量を

除く。以下この項から第３項までにおいて同

じ。）の0.35グラムをもって紙巻たばこの１

本に換算する方法。ただし、当該加熱式たば

この１本当たりの重量が0.35グラム未満であ

る場合にあっては、当該加熱式たばこの１本

をもって紙巻たばこの１本に換算する方法

(２) 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当

該加熱式たばこの重量の0.2グラムをもって

紙巻たばこの１本に換算する方法。ただし、

当該加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの

重量が４グラム未満である場合にあっては、

当該加熱式たばこの品目ごとの１個をもって

紙巻たばこの20本に換算する方法

２ 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第

１号ただし書の規定の適用を受けるもの及び同

項第２号ただし書の規定の適用を受けるもの以

外のものの重量を紙巻たばこの本数に換算する

場合における計算は、売渡し等が行われた加熱

式たばこの品目ごとの１個当たりの重量に当該

加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重

量を同項各号に掲げる区分ごとに合計し、その

合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法に

より行うものとする。

３ 前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品

目ごとの１個当たりの重量に0.1グラム未満の

端数がある場合には、その端数を切り捨てるも

のとする。

４ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第93条

の２の規定により製造たばことみなされるもの
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附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第３４条の２、第３６条の２第１項ただし書、第３６条の３の２第１項第３号及び第

３６条の３の３第１項の改正規定並びに附則第３条の規定 令和８年１月１日

(2) 附則第１６条の２の次に１条を加える改正規定及び附則第４条の規定 令和８年４月

１日

(3) 第１８条及び第１８条の３の改正規定並びに次条の規定 地方税法等の一部を改正す

る法律（令和５年法律第１号）附則第１条第１２号に掲げる規定の施行の日

（公示送達に関する経過措置）

第２条 改正後の春日部市税条例（以下「新条例」という。）第１８条の規定は、前条第３

号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達に

ついては、なお従前の例による。

（市民税に関する経過措置）

第３条 新条例第３４条の２及び第３６条の２第１項ただし書の規定は、令和８年度以後の

年度分の個人の市民税について適用し、令和７年度分までの個人の市民税については、な

お従前の例による。

２ 令和８年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第３６条の２第１項の規

定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額（特定親族（同条第１項第

１２号に規定する特定親族をいう。第３６条の３の２第１項第３号及び第３６条の３の３

第１項において同じ。）（前年の合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）に係

るものを除く。）」とあるのは、「特定親族特別控除額」とする。

３ 新条例第３６条の３の２第１項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日

（以下この項及び次項において「１号施行日」という。）以後に支払を受けるべき新条例

に限る。）のうち、次に掲げるものについて

は、同号ただし書の規定は、適用しない。

(１) 第１項第１号に掲げる加熱式たばこと併

せて喫煙の用に供されるもの

(２) 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第

93条の２の規定により製造たばことみなされ

るものを除く。）と併せて喫煙の用に供され

る加熱式たばこ（同条の規定により製造たば

ことみなされるものに限る。）であって当該

加熱式たばこのみの品目のもの
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第３６条の２第１項ただし書に規定する給与について提出する新条例第３６条の３の２第

１項及び第３項の規定による申告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき改

正前の春日部市税条例（以下この項及び次項において「旧条例」という。）第３６条の２

第１項ただし書に規定する給与について提出した旧条例第３６条の３の２第１項及び第３

項の規定による申告書については、なお従前の例による。

４ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべき所得税法

（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同法第２０３

条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）

について提出する新条例第３６条の３の３第１項の規定による申告書について適用し、１

号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第３６条の３の３第１

項の規定による申告書については、なお従前の例による。

（市たばこ税に関する経過措置）

第４条 次項に定めるものを除き、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日前に課した、

又は課すべきであった加熱式たばこ（新条例附則第１６条の２の２第１項に規定する加熱

式たばこをいう。次項において同じ。）に係る市たばこ税については、なお従前の例によ

る。

２ 令和８年４月１日から同年９月３０日までの間に、春日部市税条例第９２条の２第１項

の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係る同条例第

９４条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項及び新条例附則第１６条の２の２の規定

にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計数によるものとする。

(1) 春日部市税条例第９４条第３項の規定により換算した紙巻たばこ（新条例附則第１６

条の２の２第１項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。）の本数に０．５

を乗じて計算した製造たばこの本数

(2) 新条例附則第１６条の２の２の規定により換算した紙巻たばこの本数に０．５を乗じ

て計算した製造たばこの本数

３ 前項各号に掲げる製造たばこの本数に１本未満の端数がある場合には、その端数を切り

捨てるものとする。
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議案第５５号

春日部市手数料条例の一部改正について

春日部市手数料条例の一部を別紙記載のとおり改正する。

令和７年５月２７日提出

春日部市長 岩 谷 一 弘

提案理由

地方公共団体情報システムの標準化等に伴い、手数料の額等の規定等を改正したく提案い

たします。

- 25 -



春日部市手数料条例の一部を改正する条例

春日部市手数料条例（平成１７年条例第８０号）の一部を次のように改正する。

(1) 次の表中、改正前の欄の号（以下「改正前の号」という。）の表示及びそれに対応す

る改正後の欄の号（以下「改正後の号」という。）の表示に下線が引かれた場合にあっ

ては、当該改正前の号を当該改正後の号とする。

(2) 次の表中、改正前の号に対応する改正後の号が存在しない場合にあっては、当該改正

前の号を削る。

(3) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句又は太線で囲まれた部分をそれに対応す

る改正後の欄の下線が引かれた字句又は太線で囲まれた部分に改める。ただし、第１号

に掲げる場合を除く。

改正後 改正前

（手数料の額等） （手数料の額等）

第２条 第２条

公簿等に基づく証明及び公簿等の

写しに係る手数料

別表第

４

公簿、公文書に基づく証明及び公

簿の閲覧手数料

別表第

４

２ ２

(２) 公簿及び図面の閲覧については、公簿は

１冊、図面は１枚をもって１件とする。

(２) 公簿及び図面の写しについては、１枚を

もって１件とする。ただし、課税台帳の写し

又は名寄帳の写しについては、５枚までを１

件とし、６枚以上の場合は５枚までを増すご

とに１を加算した件数とする。

(３) 公簿及び図面の写しについては、１枚を

もって１件とする。

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係）

法令に基づく事務に係る手数料 法令に基づく事務に係る手数料

手数料を徴収

する事務

手数料の

名称
手数料の額

手数料を徴収

する事務

手数料の

名称
手数料の額

地方税法第

382条の３の

規定による固

定資産課税台

帳に記載され

ている事項に

係る証明書の

交付

固定資産

（土地・

家屋）公

課証明手

数料

１件につき 300

円

地方税法第

382条の３の

規定による固

定資産課税台

帳に記載され

ている事項に

係る証明書の

交付

土地公課

証明手数

料

家屋公課

証明手数

料

１件につき 300

円

土地公租

公課証明

手数料

家屋公租

公課証明

手数料
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固定資産

（土地・

家屋）評

価証明手

数料

土地評価

証明手数

料

家屋評価

証明手数

料

資産証明

手数料

土地所有

証明手数

料

家屋所有

証明手数

料

台帳登録

登記事項

証明手数

料

土地台帳

記載事項

証明手数

料

家屋台帳

記載事項

証明手数

料

(略) (略) (略) (略) (略) (略)

住民基本台帳

法（昭和42年

法律第81号）

第11条の２第

１項の規定に

よる閲覧

住民基本

台帳の一

部の写し

の閲覧手

数料

１人につき 300

円

住民基本台帳

法（昭和42年

法律第81号）

第11条の２第

１項の規定に

よる閲覧

住民基本

台帳の一

部の写し

の閲覧手

数料

１人につき 300

円

１冊につき

3,000円

別表第４（第２条関係） 別表第４（第２条関係）

公簿等に基づく証明及び公簿等の写しに係る手数

料

公簿、公文書に基づく証明及び公簿の閲覧手数料

手数料を徴収す

る事務

手数料の名

称
手数料の額

手数料を徴収す

る事務

手数料の名

称
手数料の額

公簿、公文書及

び図面に関する

証明

埋・火葬に

関する証明

１件につき

300円

公簿、公文書及

び図面に関する

証明

埋・火葬に

関する証明

１件につき

300円

身分に関す

る証明

身分に関す

る証明

農用地区域

の除外証明

農用地区域

の除外証明

農業用施設

用地の証明

農業用施設

用地の証明

農用地区域

内の証明

農用地区域

内の証明

境界確認証

明

境界確認証

明
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附 則

この条例は、令和７年８月１２日から施行する。

道路幅員証

明

道路幅員証

明

市街化区

域・市街化

調整区域・

既成市街地

外の証明

市街化区

域・市街化

調整区域・

既成市街地

外の証明

納税猶予の

特例適用の

農地等該当

証明

納税猶予の

特例適用の

農地等該当

証明

都市営農農

地等該当証

明

都市営農農

地等該当証

明

計画的宅地

化等の証明

計画的宅地

化等の証明

農家証明 農家証明

耕作証明 耕作証明

受理・許可

済証明

受理・許可

済証明

交付証明 交付証明

現況確認証

明

現況確認証

明

小作地証明 小作地証明

公簿及び図面の

閲覧

閲覧（閲覧

台帳・公

図）

１件につき

300円
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議案第５６号

春日部市高齢者憩いの家条例の一部改正について

春日部市高齢者憩いの家条例の一部を別紙記載のとおり改正する。

令和７年５月２７日提出

春日部市長 岩 谷 一 弘

提案理由

春日部市庄和高齢者憩いの家の移転に伴い、名称及び位置の規定等を改正したく提案いた

します。
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春日部市高齢者憩いの家条例の一部を改正する条例

春日部市高齢者憩いの家条例（平成１７年条例第１０３号）の一部を次のように改正する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年１１月１日から施行する。

（春日部市総合センター条例の一部改正）

２ 春日部市総合センター条例（平成１７年条例第８３号）の一部を次のように改正する。

(1）次の表中、改正前の欄の号（以下「改正前の号」という。）の表示及びそれに対応す

る改正後の欄の号（以下「改正後の号」という。）の表示に下線が引かれた場合にあっ

ては、当該改正前の号を当該改正後の号とする。

(2) 次の表中、改正前の号に対応する改正後の号が存在しない場合にあっては、当該改正

前の号を削る。

(3) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。ただし、第１号に掲げる場合を除く。

改正後 改正前

（名称及び位置） （名称及び位置）

第２条 第２条

名称 位置 名称 位置

春日部市庄和高齢者

憩いの家

春日部市大衾307番

地１

春日部市庄和高齢者

憩いの家

春日部市西金野井

1053番地

別表（第７条関係） 別表（第７条関係）

名称 休所日 名称 休所日

春日部市庄和高齢者

憩いの家

(１) 毎月第１月曜

日及び第３月曜日

春日部市庄和高齢者

憩いの家

(１) 日曜日

(２) 国民の祝日に

関する法律に規定

する休日（元日を

除く。）

(２) (略) (３) (略)

(1) 次の表中、改正後の欄の号（以下「改正後の号」という。）に対応する改正前の欄の

号が存在しない場合にあっては、当該改正後の号を加える。

改正後 改正前

（施設及び運営） （施設及び運営）

第３条 第３条

８ ８
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(３) 春日部市庄和高齢者憩いの家（春日部市

高齢者憩いの家条例（平成17年条例第103号）

に規定する施設）
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議案第５７号

春日部市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部改正について

春日部市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を別紙記載のとおり改正す

る。

令和７年５月２７日提出

春日部市長 岩 谷 一 弘

提案理由

土地改良法の一部改正に伴い、急施の場合の特例の規定を改正したく提案いたします。
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春日部市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例

春日部市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例（平成１７年条例第１３６号）の

一部を次のように改正する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。

改正後 改正前

（急施の場合の特例） （急施の場合の特例）

第４条 法第96条の４第１項において準用する法

第87条の４第１項の規定による緊急防災等工事

計画及び第87条の５第１項の規定による応急工

事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収に

ついては、あらかじめその徴収を受けるべき者

の３分の２以上の同意を得なければならない。

第４条 法第96条の４第１項において準用する法

第87条の４第１項の規定による緊急防災工事計

画及び第87条の５第１項の規定による応急工事

計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収につ

いては、あらかじめその徴収を受けるべき者の

３分の２以上の同意を得なければならない。
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議案第５８号

春日部市土砂のたい積の規制に関する条例の廃止について

春日部市土砂のたい積の規制に関する条例を別紙記載のとおり廃止する。

令和７年５月２７日提出

春日部市長 岩 谷 一 弘

提案理由

宅地造成等規制法の一部改正に伴い、条例を廃止したく提案いたします。
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春日部市土砂のたい積の規制に関する条例を廃止する条例

春日部市土砂のたい積の規制に関する条例（平成１７年条例第１１６号）は、廃止する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に廃止前の春日部市土砂のたい積の規制に関する条例（以下「旧

条例」という。）第６条第１項又は第９条第１項の許可を受けて行われている土砂のたい

積に関する旧条例第８条から第１５条まで及び第１８条から第２２条までの規定の適用に

ついては、当該許可の期間が満了する日までの間（当該許可の期間が満了する日までに旧

条例第１９条の規定による命令を受けた者にあっては、当該命令に係る事由が消滅する日

又は当該許可の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間）は、なお従前の例による。

３ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に旧条例第６条第１項又は第９条第

１項の許可の申請があった場合において、施行日の前日までに当該申請に対する処分がさ

れないときは、当該申請は、同日に、却下されたものとみなす。

４ 施行日前にされた旧条例第１９条第２項の規定による命令を受けた者に対する旧条例第

２１条及び第２２条の規定の適用については、当該命令に係る事由が消滅する日までの間

は、なお従前の例による。

５ 施行日前にした行為並びに附則第２項及び前項の規定によりなお従前の例によることと

される場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例

による。

（春日部市景観条例の一部改正）

６ 春日部市景観条例（平成２４年条例第４０号）の一部を次のように改正する。

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。

改正後 改正前

（届出対象行為の追加） （届出対象行為の追加）

第23条 法第16条第１項第４号の条例で定める行

為は、令第４条第４号に掲げる行為とする。

第23条 法第16条第１項第４号の条例で定める行

為は、令第４条第４号に掲げる行為（春日部市

土砂のたい積の規制に関する条例（平成17年条

例第116号）第２条第２号に規定する土砂のた

い積を除く。）とする。
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議案第５９号

豊春小学校外７校避難所空調設備設置工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結する。

１ 工 事 名 豊春小学校外７校避難所空調設備設置工事

２ 契 約 の 方法 地方自治法施行令第１６７条の５の２（制限付一般競争入札）

３ 契 約 金 額 ９０７，５００，０００円

４ 契約の相手方 正和・本田特定建設工事共同企業体

代表者

春日部市豊野町二丁目３２番地１９

正和工業株式会社

代表取締役 横 田 生 樹

５ 工 期 契約の日から令和８年３月２５日まで

令和７年５月２７日提出

春日部市長 岩 谷 一 弘

提案理由

豊春小学校外７校避難所空調設備設置工事の請負契約を締結したいので、春日部市議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提案いたしま

す。
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議案第６０号

豊野小学校外４校避難所空調設備設置工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結する。

１ 工 事 名 豊野小学校外４校避難所空調設備設置工事

２ 契 約 の 方法 地方自治法施行令第１６７条の５の２（制限付一般競争入札）

３ 契 約 金 額 ５２２，５００，０００円

４ 契約の相手方 正和・ＡＢＣ特定建設工事共同企業体

代表者

春日部市豊野町二丁目３２番地１９

正和工業株式会社

代表取締役 横 田 生 樹

５ 工 期 契約の日から令和８年３月２５日まで

令和７年５月２７日提出

春日部市長 岩 谷 一 弘

提案理由

豊野小学校外４校避難所空調設備設置工事の請負契約を締結したいので、春日部市議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提案いたしま

す。
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議案第６１号

東中学校体育館外壁等耐震対策工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結する。

１ 工 事 名 東中学校体育館外壁等耐震対策工事

２ 契 約 の 方法 地方自治法施行令第１６７条の５の２（制限付一般競争入札）

３ 契 約 金 額 ３４４，８５０，０００円

４ 契約の相手方 正和・大和特定建設工事共同企業体

代表者

春日部市豊野町二丁目３２番地１９

正和工業株式会社

代表取締役 横 田 生 樹

５ 工 期 契約の日から令和８年３月１７日まで

令和７年５月２７日提出

春日部市長 岩 谷 一 弘

提案理由

東中学校体育館外壁等耐震対策工事の請負契約を締結したいので、春日部市議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提案いたします。
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議案第６２号

緑小学校校舎トイレ改修工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結する。

１ 工 事 名 緑小学校校舎トイレ改修工事

２ 契 約 の 方法 地方自治法施行令第１６７条の５の２（制限付一般競争入札）

３ 契 約 金 額 ２４９，７００，０００円

４ 契約の相手方 中央・コダマホーム特定建設工事共同企業体

代表者

春日部市中央一丁目１１番地２

第二高野ビル２０１

中央建設協同組合 春日部営業所

所長  見 悦 男

５ 工 期 契約の日から令和８年２月２７日まで

令和７年５月２７日提出

春日部市長 岩 谷 一 弘

提案理由

緑小学校校舎トイレ改修工事の請負契約を締結したいので、春日部市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提案いたします。
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議案第６３号

武里小学校校舎トイレ改修工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結する。

１ 工 事 名 武里小学校校舎トイレ改修工事

２ 契 約 の 方法 地方自治法施行令第１６７条の５の２（制限付一般競争入札）

３ 契 約 金 額 ２２８，８００，０００円

４ 契約の相手方 三ツ和・ムラタ特定建設工事共同企業体

代表者

春日部市中央六丁目３番地１１

三ツ和総合建設業協同組合 埼玉東部営業所

所長 小 林 功 人

５ 工 期 契約の日から令和８年２月２７日まで

令和７年５月２７日提出

春日部市長 岩 谷 一 弘

提案理由

武里小学校校舎トイレ改修工事の請負契約を締結したいので、春日部市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提案いたします。
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議案第６４号

大増中学校校舎トイレ改修工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結する。

１ 工 事 名 大増中学校校舎トイレ改修工事

２ 契 約 の 方法 地方自治法施行令第１６７条の５の２（制限付一般競争入札）

３ 契 約 金 額 ２１８，０９４，８００円

４ 契約の相手方 大和・正和特定建設工事共同企業体

代表者

春日部市大沼六丁目１４番地２

大和建設工業株式会社

代表取締役 柏 﨑 靜 雄

５ 工 期 契約の日から令和８年２月２７日まで

令和７年５月２７日提出

春日部市長 岩 谷 一 弘

提案理由

大増中学校校舎トイレ改修工事の請負契約を締結したいので、春日部市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提案いたします。
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議案第６５号

南桜井小学校校舎トイレ改修工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結する。

１ 工 事 名 南桜井小学校校舎トイレ改修工事

２ 契 約 の 方法 地方自治法施行令第１６７条の５の２（制限付一般競争入札）

３ 契 約 金 額 １９６，３５０，０００円

４ 契約の相手方 岩崎・大栄特定建設工事共同企業体

代表者

春日部市中央一丁目７番地３

ライフビルⅡ－Ｃ

岩崎工業株式会社 春日部営業所

営業所長 岩 﨑 重 広

５ 工 期 契約の日から令和８年２月２７日まで

令和７年５月２７日提出

春日部市長 岩 谷 一 弘

提案理由

南桜井小学校校舎トイレ改修工事の請負契約を締結したいので、春日部市議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提案いたします。
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議案第６６号

大沼公園広域受援拠点施設整備工事請負契約の議決内容の一部変更について

令和７年３月１９日付け議案第４７号をもって議決された大沼公園広域受援拠点施設整備

工事請負契約の議決内容の一部を次のとおり変更する。

１ 契 約 金 額 「１，２５４，０００，０００円」とあるのを

「１，２７０，２０８，５００円」に変更する。

令和７年５月２７日提出

春日部市長 岩 谷 一 弘

提案理由

契約金額を変更する必要が生じたので、議決内容の一部を変更したく提案いたします。
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議案第６７号

財産の取得について

次のとおり財産を取得する。

１ 取得する財産

種 類 物品

物品名 春日部市春日部消防署浜川戸分署・幸松分署災害対応特殊救急自動

車及び高度救命処置用資機材

２ 取 得 金 額 ７５，７９０，０００円

内訳 災害対応特殊救急自動車 ４６，１５６，０００円

高度救命処置用資機材 ２９，６３４，０００円

３ 取 得 の 方法 地方自治法施行令第１６７条の５の２（制限付一般競争入札）

４ 契約の相手方 災害対応特殊救急自動車

春日部市緑町四丁目６番３２号

埼玉トヨタ自動車株式会社 春日部店

店長 窪 田 直 樹

高度救命処置用資機材

東京都豊島区駒込一丁目１４番９号

エイバン商事株式会社

代表取締役 武 内 淳 一

令和７年５月２７日提出

春日部市長 岩 谷 一 弘

提案理由

春日部市春日部消防署浜川戸分署・幸松分署災害対応特殊救急自動車及び高度救命処置用

資機材を取得するため、春日部市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第３条の規定により提案いたします。
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議案第６８号

財産の取得について

次のとおり財産を取得する。

１ 取得する財産

種 類 物品

物品名 春日部市春日部消防団第３分団・第６分団消防ポンプ自動車ＣＤ－

Ⅰ型

２ 取 得 金 額 ４８，８４０，０００円

３ 取 得 の 方法 地方自治法施行令第１６７条の５の２（制限付一般競争入札）

４ 契約の相手方 さいたま市南区辻四丁目１８番１０号

埼玉消防機械株式会社 中央支店

支店長 髙 橋 怜

令和７年５月２７日提出

春日部市長 岩 谷 一 弘

提案理由

春日部市春日部消防団第３分団・第６分団消防ポンプ自動車ＣＤ－Ⅰ型を取得するため、

春日部市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定によ

り提案いたします。
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議案第６９号

令和７年度春日部市一般会計補正予算（第１号）について

令和７年度春日部市一般会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。

令和７年５月２７日提出

春日部市長 岩 谷 一 弘
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議案第７０号

令和７年度春日部市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について

令和７年度春日部市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。

令和７年５月２７日提出

春日部市長 岩 谷 一 弘
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議案第７１号

令和７年度春日部市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について

令和７年度春日部市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。

令和７年５月２７日提出

春日部市長 岩 谷 一 弘
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